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事件番号 平成 24 年（ハ）第 128 号 

事件名 損害賠償請求事件 

平成 24 年 5 月 2 日作成 

高崎簡易裁判所第１係 御中 

氏名 反訴原告 

 

陳 述 書 

この事件の経緯等は以下のとおりである。 

 

第 1 発生事故と損害の起因等 

1 発生事故 

（1） 発生日時 平成 23 年 2 月 20 日午後 5 時 8 分ころ 

（2） 発生場所 群馬県高崎市棟高町 1868-11 群馬県道 10 号線 

前橋安中富岡線 棟高東交差点付近  

（3） 反訴被告 井 陣  氏が運転する 車両番号  高崎 330

800 （甲車）が 反訴原告 が所有し 訴外

が運転する車両番号 高崎 （乙車）に後方から追

突した事故。 

2 事故の起因、状況 

（1） 前方赤信号で第 1 通行帯に停車中の甲車が、進行方向前方

の安全確認を怠り  前方に存在する乙車の存在を無視して

右側ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱに向けて停車状態から交差点右折車線 

第 2 通行帯を横切り右折発進したことに起因する。 

（2） 甲車発進時、右折用第 2 通行帯を右折のため徐行進行し、

通過を完了した乙車の左後部端部に斜め後方から追突し
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た。 

3 反訴原告の損害 

（1） 反訴原告の損害額は 44 万 1920 円である 

内訳 ア 車両破損損失修理代    153,330 円 

    イ   不稼動時代替車両使用料   75,600 円 

    ウ   内容証明他費用       32,990 円 

    エ   損失費用             180,000 円 

（2）本事故の処理に対する対応、過失割合 

 ア 事故処理 

本事故発生時 反訴被告は任意自動車保険を適用した処

理を企てたが、日本興亜損害保険㈱代理店  我喜 氏

の説明に依れば「平成 22 年 12 月 21 日車両登録後事故発

生時までに保険の車両組替手続が行われず、付保車両切替

期限を超過し反訴被告の車両の任意保険は失効した。」こ

のため反訴被告 井陣氏側と日本興亜損保㈱間での自動

車保険に関する係争が 1 ヶ月以上継続した。 

乙車修理時、適用保険会社の同意なき修理は不払理由とな

るため反訴原告車両の修理が遅延し不稼動損失、二次損失

が発生・拡大した。 

反訴被告と日本興亜損保㈱間での係争中、日本興亜損保㈱

側は乙車の不稼動損を最小にするための対応に反訴原告

と合意したが、合意事項は全て無視され、破られた。 

イ 事故過失割合 

   本件は混雑交差点付近における反訴被告の交通法規違反および重大

な過失に起因する一方的な追突事故であり反訴被告の過失割合が 

10（100％）である。  
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また、反訴被告訴訟代理人  崎幸 弁護士らの主張は  発生場所、

車両の走行道路、事故の状況等 架空である。 

ウ 損失費用等の拡大 

損失費用等については反訴被告、日本興亜損保㈱および代

理人に対し反訴原告より最小化のための善意の連絡を繰

返したが、反訴被告と日本興亜損保㈱間の係争による対応

遅延で反訴原告の損失最小化の提案は無視され損失が拡

大した。反訴原告  所有車両の修理対応は適正に

有効な自動車保険が付保されていれば 3 日～4 日以内で修

理、自動車保険による事故処理全てが完了する程度の軽微

なものである。 

第 2 反訴被告と日本興亜損保㈱間係争収束後の対応 

1．2011 年 3 月 11 日 日本興亜損害保険㈱ からの連絡 

  「保険会社側の考えを文書で提示する」との口頭事前電話連 

絡があり 2011 年 3 月 11 日付けの「御連絡」表題の文書が送

付された。 

担当が 我喜 氏、 瀬良 氏から 林 敦氏に変更され下 

田が「解決策を提示されたい」と話したことに趣旨かすり替 

えられていた。既に、交渉は終結しており後は支払いを待つ 

状態である。 

2．損害負担に関する自由意志に基づく合意 

被害車両修理費用及び下記損失費用は反訴原告  と

当該時点での反訴被告代理人・日本興亜損保㈱ 群馬損害保

険ｾﾝﾀｰ 瀬良 氏間で平成 23 年 3 月 8 日に反訴被告側が

全額支払う協議・合意が対応遅延に対する謝罪と同時に完了  
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している。 

（ア）不稼動時代替車両使用料   75,600 円  

（イ）内容証明他費用       32,990 円  

（ウ）損失費用             180,000 円 

3. 日本興亜損保からの連絡と の対応 

  日本興亜損保からは上記合意を覆し、 に不利な、振出

からの交渉を要求する書面が平成 23 年 3 月 22 日、平成 23 

年 3 月 28 日、平成 23 年 4 月 4 日、平成 23 年 4 月 12 日、 

平成 23 年 4 月 18 日、平成 23 年 4 月 26 日 の計 6 回送付  

された、いずれも「損害負担に関する自由意志に基づく合 

意」を無視するものであった。最終の平成 23 年 4 月 26 日 

書面に委任弁護士起用の通知があった。 

    日本興亜損保からの連絡に対し からは、迅速に事故後 

の状況、経緯を明記し合意の履行を求めた回答書を 

2011/03/27、2011/04/02、2011/04/09、2011/04/17、 

2011/04/24 の 5 回送付し迅速に対応している。（甲第 4 号証） 

第 3 反訴被告代理人 崎弁護士の対応 

  （1）ご通知（受任のご挨拶）表題文書送付 2011 年 4 月 28 日  

  送付された文書で 崎弁護士は反訴原告 所有の乙車が、前  

 方で車線変更した甲車に追突した、と事故内容をすり替え、  

車の過失割合 30 と主張し、損害負担に関する自由意志に 

基づく合意も無視した主張を展開した。 

（ 崎弁護士主張は 運転の乙車が 井陣氏が運転 

する先行車両甲車に追突した 前後関係が逆転した架空の事故 

である。）  
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  （2）ご通知 表題文書送付 2011 年 5 月 20 日 

  送付された文書で 崎弁護士は「任意保険の有効性確認に時間  

がかかる---」世間常識からは乖離した主張を展開し、高崎簡易  

裁判所調停申立ての通知をしてきた。自動車保険の有効性は保  

険証に保険会社が全て保険契約に基づき明記している。 

（3） の上記連絡に対する対応 

    2011 年 5 月 08 日、2011 年 5 月 30 日付けの 2 書面で今までの 

経緯を確認説明し、合理的な対応要求を行った。（甲第 4 号証） 

第 4 高崎簡易裁判所 調停他 

1. 期日呼出状 

  平成 23 年 7 月 1 日 事件番号 平成 23 年（ﾉ）第 36 号 

債務額確定調停事件 申立人 井哲 他 1 名 

が高崎簡易裁判所から送付された。 

2. の対応 

  期日呼出状の指示通り対応し担当判事、調停委員との協議を開始した  

が、調停申立書の「関係車両所有者 井  哲」記載が虚偽記載であり、  

記載内容も事故が 従来からの 車（乙車が）甲車に追突する虚偽 

主張、更に追加送付 第 7 号証 に記載された事故発生場所が 300m 

変位し、両車両の走行方向が 90 度ずれる等 社会常識から逸脱した内  

容の為  担当判事、調停委員各位  に説明し調停の終結をお願いした。 

調停申立書は保険会社が間違えるはずの無い車両所有者をすり替え 

た偽計によるものであり、裁判所の調停制度を悪用して自らの主張を  

被害者に押付ける事を意図した内容である。 

事故車両の所有権を偽り甲側と乙側が結んだ調停書の有効性に問題 

があり、第三者に対抗できないことを日本興亜損害保険㈱、代理人  
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崎弁護士は当然認識している。 

第 5 求償金請求事件の訴状 

更に、事件番号 平成 24 年（ハ）第 108 号 求償金請求事件の訴状  

はこの上記偽計をそのまま踏襲したものである。 

第 6 結言 

1. 事故責任、 

 本事故の過失責任は追突加害者である反訴被告 井陣氏 

100％であることは証拠資料から鮮明であり車両修理費の損害

賠償を求めるとともに、 と 2011 年 3 月 8 日 時点での

反訴被告代理人・日本興亜損保㈱ 群馬損害保険ｾﾝﾀｰ 瀬良

氏間での反訴被告側が全額支払う協議・自由意志に基づく合

意による支払いの履行を求めたく、裁判長の判決をお願い致し

ます。 
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相手方 という｡）が所有し，相手方
（以下「相手方 」という｡）が運転する普通乗用自励車（以下「相手方車」
という｡）

(4)事故の態様申立人車が車線変更する際，相手方車と接触した。
２当事者双方の損害

ア申立人車は損傷を受け，その修理額は金２５万００８９円である（甲２，３)。

イ相手方車は損傷を受け，その修理額は金１５万３３３０円である（甲４，５)。
３本件事故の示談交渉の経緯，本件事故の過失割合

ァ本件事故は，上記のように，申立人車が車線変更しようとしたところ，相手方車と衝突

したものであり，本件事故の過失割合は，相手方ら＝３０％，申立人ら＝７０％が相当で

ある。そして，上記過失割合に基づき処理すると，相手方 は，申立人哲に対して，２

５万００８９円×３０％＝７万５０２７円を賠償する義務を負い，申立人陣は，相手方雅

夫に対して，１５万３３３０円×７０％＝１０万７３３１円を賠償する義務を負い，双方

の損害賠償爾求権を対等額で相殺すると，申立人陣は，相手方 に対して３万２３０４

円の損害賠償債務を負うにすぎない。

イこれに対して，相手方雅 ，申立人らに対し，相手方車の修理費全額の他，「不稼働

時代替車両使用料」「逸失時間補填」などとして合計４４万１９２０円の不当かつ過大な

謂求をしている（甲６)。

４以上のように，申立人らは，本件事故によって相手 生じた損害について３万２

３０４円の適正な賠償をするつもりであるが，相手方 が申立人らに４４万１９２０円

という不当かつ過大な請求を行い，当事者間での解決が困難な状況である。

５よって，申立人陣は，相手方 対して支払うべき損害賠償額は，３万２３０４円を

超えて存在しないことを確潔を求め，本申立をするものである。

証拠嘗類

１甲１号証交通事故証明書

２甲２号証写真（申立人車）

３甲３号証修理費明細響（申立人車）

４甲４号証写真（相手方車）

５甲５号証見秋欝（相手方車）

６甲６号証通知書（相手方雅夫作成）

添付書類

１申立嘗副本１通

２甲号証写し各２通

３委任状２通

０ 

－２－ 
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